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1-2 

車載器

車両検知器（S2）

路側無線装置
（第１アンテナ）

ＥＴＣ車線表示板

車両検知器（S4）

車線監視カメラ

路側無線装置
（第２アンテナ）

発進制御機

インターホン

路側表示器

分電盤

路側無線装置
（路側ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ集約部）

入口発券出口徴収方式

入口料金所（参考）

【専用車線】

車載器

車両検知器（S2）

車両検知器（S4）

車線監視カメラ

発進制御機

路側表示器

入口発券出口徴収方式

出口料金所（参考）

【専用車線】

インターホン

車両検知器（S1）

車両検知器（S1）

通行券発行装置

通信領域

通信領域

路側無線装置
（注：再通信アンテナ）

（注：オプション）

路側無線装置
（注：再通信アンテナ）

通信領域

通信領域

ナンバープレート読取装置
（注：ナンバープレート撮像部（後方用））

ナンバープレート読取装置
（ナンバープレート撮像部（前方用））

ナンバープレート読取装置
（注：ナンバープレート撮像部（後方用））

ナンバープレート読取装置
（注：ナンバープレート撮像部（前方用））

分電盤

路側無線装置
（路側ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ集約部）

路側無線装置
（第１アンテナ）

ＥＴＣ車線表示板

（注：オプション）
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  1-1-3 ETC路側装置の機能概要 

各ETC路側装置の機能概要を以下に示す。 

   (1) 路側無線装置(料金所用) 

      1) アンテナ(無線部)[第1・第2] 

ETC車線を通行する車両に取付けられた車載器と無線通信を行い、料金徴収に必要

なデータを送受信する。 

      2) アンテナ（無線部）[再通信]（オプション） 

第1アンテナでETC車線を通行する車両に取付けたられ車載器との無線通信が失敗

した際に使用され、第1アンテナの代わりに、料金徴収に必要なデータを送受信する。 

      3) 車線サーバ(通信制御部) 

各ETC路側装置の動作状況により制御を行い、アンテナ(第1・第2・再通信(オプ

ション))で受信したデータ等を処理し、料金所サーバへ送信する。また、各ETC路側

装置から送出される故障情報を受信する。 

   (2) ETC車線表示板 

ETC車線を通行する車両に対し、車線運用状況の表示を行う。 

   (3) 車両検知器 

ETC車線を通行する車両に対し、車両の検知等を行い、通行情報の処理を行う。 

   (4) ナンバープレート読取装置 

ETC車線を通行する車両に対し、車種識別対象となった車両についてナンバープレー

ト撮像を行い、ナンバープレート情報等の情報を取得し車種識別を行う。また、併せて

車両検知器（S1）の各種機能を行う。 

   (5) 路側表示器 

ETC車線を通行する車両に対し、表示器の表示により、通行可否、料金表示等の表示

を行う。 

   (6) 発進制御機 

ETC車線を通行する車両に対し、開閉バーの制御により、通行可否の指示を行う。 

   (7) ブース内表示器 

ブース内の収受員に対し、ETC車線を通行する車両がETC車、異常ETC車または非ETC

車等を表示すると共に、発進制御機の開制御等を行う。 

   (8) インターホン 

料金事務室に設置された親機と、アイランドに設置された子機で構成され、停止した

車両との通話に用いる。 

   (9) 通行券発行装置 

ETC車線を通行した車両が、非ETC車または異常ETC車に対して、通行券の発券を行

う。 
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   (10) 車線監視カメラ 

ETC車線を通行する車両等の撮影を行う。 

   (11) 料金所サーバ 

車線サーバからの各ETC路側装置の状態監視や本装置の状態監視を行い、車線監視制

御装置へ通知及び料金収受機械システム等の上位装置へのETC処理結果情報の送受信を

行う。 

   (12) ICカード処理装置 

路側無線装置の整備されない料金所に設置され、ICカードによる決済を行うための処

理と記録を行う。 

   (13) 車線監視制御装置 

ETC車線の運用状態の監視並びに各種ETC路側装置の状態監視及び制御を行う。 

   (14) 路側無線装置(お知らせ用) 

車両に取付けられた車載器と無線通信を行うことにより、車載器におけるETC用IC

カードの未挿入に対して通知を行う。 

      1) アンテナ(無線部) 

本線又はランプを通行する車両に取付けられた車載器と無線通信を行い、未挿入通

知に必要なデータを送受信する。 

      2) 制御部 

アンテナ(無線部)で受信したデータ等を処理すると共に、アンテナ(無線部)から送

出される故障・監視制御情報を送受信する。 

   (15) 無停電電源装置（UPS） 

商用電源の停電等により自家発電設備から給電が開始されるまでの間、各種ETC路側

装置に対して安定した電源供給を行う。 

   (16) 画像サーバ（オプション） 

ナンバープレート読取装置から受信したナンバープレート情報等を蓄積し、指定され

た条件より検索を行う。 
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表1-2.1 関連ETC規格書及び仕様書一覧(2/2) 

番 号 関連規格書及び仕様書 備考 

施仕第**221-1(2G)号 路側無線装置（料金所用2G）仕様書 開示※ 注1 

施仕第**221-2(2G)号 ETC車線表示板(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-3(2G)号 車両検知器(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-4(2G)号 ナンバープレート読取装置(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-5(2G)号 路側表示器(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-6(2G)号 発進制御機(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-8(2G)号 インターホン(2G)仕様書 開示※ 

施仕第**221-10(2G)号 車線監視カメラ(2G)仕様書 開示※ 

施仕第**221-11(2G)号 料金所サーバ(2G)仕様書 開示 注1 

施仕第**221-13(2G)号 車線監視制御装置(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-16(2G)号 車線サーバ（ソフトウェア）(2G)仕様書 開示※ 注1 

施仕第**221-17(2G)号 無停電電源装置（ＵＰＳ）(2G)仕様書 開示 

施仕第**221-18(2G)号 
料金所サーバ～車線サーバ間(2G)イ 

ンタフェース仕様書 
開示※ 注1 

施仕第**221-19(2G)号 
ETC監視中央局～車線監視制御装置間 

(2G)インタフェース仕様書 
開示 

施仕第**221-20(2G)号 
車線（機器）監視制御装置～料金所サーバ 

間(2G)インタフェース仕様書 
開示※ 注1 

施仕第**221-21(2G)号 
車線監視制御装置～車線サーバ間(2G) 

インタフェース仕様書 
開示※ 注1 

施仕第**221-22(2G)号 
ナンバープレート読取装置～車線サーバ間 

(2G)インタフェース仕様書 
開示※ 注1 

施仕第**221-23(2G)号 
車両検知器～車線サーバ間(2G)インタ 

フェース仕様書 
開示※ 注1 

施仕第**221-25(2G)号 
路側表示器～車線サーバ間(2G)インタ 

フェース仕様書 
開示 

施仕第**221-26(2G)号 
識別処理情報中央局～料金所サーバ・車線サ 

ーバ間(2G)インタフェース仕様書 
開示※ 注1 

施仕第**221-27(2G)号 

識別処理情報中央局～車線サーバ・セキュリ 

ティ処理装置間(2G)鍵配信インタフェー 

ス仕様書 

開示※ 注1 

施仕第**221-28(2G)号 
ETC 車線表示板～車線サーバ間(2G)インタフェース仕

様書 
開示 

施仕第**221-29(2G)号 発進制御機～車線サーバ間(2G)インタフェース仕様書 開示 

施仕第**221-30(2G)号 画像サーバ（２Ｇ）仕様書 開示 

施仕第**221-32(2G)号 
車線監視制御装置～画像サーバ間（２Ｇ）インタフェース

仕様書 
開示 注1 

※注1：*※契約後、開示されるものがある。 
※注2：**は 新版の西暦下2桁（2012年ならば12）が適用される。 
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 1-3 適用規格 

本仕様書に記載のない事項は、次の規格等を適用するものとする。 

なお、特に版数を指定しない限りは 新版を適用するものとする。 

 

   (1) 適用規格、基準 

      1) 国際電気標準会議(IEC)推奨規格 

      2) 国際電気通信連合電機無線通信部門勧告及び電気通信標準化部門勧告（ITU-R勧告、ITU-T勧告） 

      3) 国際標準化機構規格（ISO） 

      4) IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)規格 

      5) ANSI(American National Standards Institute)規格 

      6) 日本産業規格(JIS) 

      7) 電気規格調査会標準規格(JEC) 

      8) 日本電機工業会規格(JEM) 

      9) 電子情報技術産業協会(JEITA)規格 

 

   (2) 日本国適用法令 

      1) 電波法(昭和25年、法律第131号) 

      2) 道路法(昭和27年、法律第180号) 

      3) 道路構造令 

      4) 国土交通省令 

      5) 経済産業省令「電気設備に関する技術基準」 

      6) その他関連法令 
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 2-2 ETC処理の基本動作 

 

  2-2-1 ETCログ等の作成及び送信処理 

「識別処理情報中央局～料金所サーバ・車線サーバ間(2G)インタフェース仕様書」に定

めるETCログ及びアクセスログを上位装置(料金所サーバ、識別処理情報中央局)向けに送

信するためのデータの作成及び送信処理を行うものとする。 

 

  2-2-2 入口発券方式入口料金所 

入口発券方式入口料金所におけるETC処理の基本動作を表2-2-2.1に示す。 

 

表2-2-2.1 入口発券方式入口料金所におけるETC処理の基本動作 

区分 ＥＴＣ処理の基本動作 

入
口
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
運
用 

・非ETC車の誤進入や異常ETC車の進入、あるいはETC専用車線内での後退など様々な車両挙動

に対処し、料金算定の根本となる入口情報及び通行履歴情報を車載器（ICカード）へ送信する。

・非ETC車の誤進入及び異常ETC車の進入に対しては、入口料金所での有人対応とする。万一、

これらの車両を発進制御機によって止めることができなかった場合は、出口にて有人対応とする。

・ETC専用車線における処理は、車載器（ICカード）の情報を信頼して行う。ただし、料金車種

の判別に関しては、車両状態（牽引等）の確認が必要であり、車軸数や車種の計測情報を用いて、

料金車種を確定するものとする。 

入
口
混
在
運
用 

・第1アンテナ部で正常ETC車と判別された車両は入口ETC専用車線と同様の処理を行う。 

・第1アンテナ部で異常・非ETC車と判別された車両は、入口従来一般またはサポート車線と同様の処理

を行う。 
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   2-2-3 入口発券方式出口料金所 

入口発券方式出口料金所におけるETC処理の基本動作を表2-2-3.1に示す。 

 

表2-2-3.1 入口発券方式出口料金所におけるETC処理の基本動作 

区分 ETC処理の基本動作 

出
口
Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
運
用

・料金テーブルを基に対距離料金を算出し、ETC 割引料金を加味して通行料金を確定す

る。 

・非ETC車の誤進入及び異常ETC車の進入に対しては、出口料金所での有人対応とする。

出
口
混
在
運
用 

・アンテナ部で正常ＥＴＣ車と判別された車両は出口ETC専用運用と同様の処理を行う。

・アンテナ部で異常ETC車及び非ETC車と判別された車両のうち、磁気通行券を有して

いる車両は出口従来一般またはサポート運用と同様の処理を行い、磁気通行券を有してい

ない車両はブース内収受員による制止・指示のうえ料金所で対応する。 

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ 

・入口でETC処理（磁気通行券無し）されている場合、ICカードリーダを通して料金所

サーバで出口ETC専用運用と同様の処理を行う。この場合異常ETC車と判明したときに

は、必要に応じ料金所において有人対応を行う。 

・入口で従来一般またはサポート処理（磁気通行券有り）されている場合、従来一般または

サポートの機器による処理結果のうち通行料金結果に関するデータを料金所サーバに受

渡し、ICカードリーダにより、日時、出口料金所と併せて記録する。 
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   2-2-4 単純徴収方式料金所 

単純徴収方式料金所におけるETC処理の基本動作を表2-2-4.1に示す。 

 

表2-2-4.1 単純徴収方式料金所におけるETC処理の基本動作 

区分 ETC処理の基本動作 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
専
用
運
用 

・非ETC車の誤進入や異常ETC車の進入、あるいはETC車線内での後退など様々な車両挙

動に対処し、通行料金を徴収する。 

・非ETC車の誤進入及び異常ＥＴＣ車の進入に対しては、料金所での有人対応とする。 

・ETC専用運用における処理は、車載器（ICカード）の情報を信頼して行う。ただし、料金

車種の判別に関しては車両状態（牽引等）の確認が必要であり、車軸数等の計測情報を用

いて、料金車種を確定するものとする。 

混
在
運
用 

・第１アンテナ部で正常ETC車と判別された車両はETC専用運用と同様の処理を行う。 

・第１アンテナ部で異常 ETC 車及び非ＥＴＣ車と判別された車両は、単純徴収従来一般ま

たはサポート運用と同様の処理を行う。 

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

・従来一般またはサポートの機器による処理結果のうち通行料金結果に関するデータを料金

所サーバに受渡し、ICカードリーダにより、日時、料金所と併せて記録する。 
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   2-2-5 予告アンテナ 

予告アンテナにおけるETC処理の基本動作を表2-2-5.1に示す。 

 

表2-2-5.1 予告アンテナにおけるETC処理の基本動作 

区分 ETC処理の基本動作 

予
告
ア
ン
テ
ナ 

・車載器が正常に動作するか、あるいは交信結果を車載器（ドライバー）に通知し、

異常ETC車の進入がETC専用車線のサービスレベルに影響を与えないように、従来一般

またはサポート車線に案内する。なお、設置場所により異常ETC車の検出処理が異なる。

お
知
ら
せ
用
ア
ン
テ
ナ 

（
※
１
注
） 

・車両に取付けられた車載器と無線通信を行うことにより、車載器がICカード未挿

入の場合は、ETC 車線が利用できないことを車載器指示情報により利用者へ通知す

る。また、車載器にICカードが挿入されている場合には、車載器指示情報を通知せ

ず通信のリンクを開放する。 

※１注：お知らせ用アンテナは、SAMを必要とせず未挿入判定のみを実施しているため、

ソフトウェア関連仕様書はない。 

 

 2-3 車両管理台数表示 

車両検知器1～4間に管理されている車両台数を車線監視制御装置に通知するものとする。 
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   3-1-2 入口混在運用 

入口ETC混在運用における従来一般またはサポート及びETC同時運用時の処理内容を以

下に示す。また、処理フロー例を図3-1-2.2(契約後開示)に示す。 

単純徴収方式の路線をフリーフロー化し、入口発券出口徴収方式入口ETC混在運用とす

る場合は、一部特殊な処理があることから、本項に加えて「添付資料-3 ETCフリーフロー

対距離化対応 ETC機能要件」（契約後開示）を併せて参照すること。※1※2 

 

   (1) バック処理1 

① 進行方向の判断 

車両検知器1の進入・退出検知機能または、後退検知機能により車両管理を開始

し、車両の進入が前進か後退かを判定する。前進の場合は（2）①の処理に移る。

また、後退の場合は（1）②の処理に移る。 

② 車両検知器2での検出 

車両検知器2の検知状態を判定する。 

検知前の場合は、（2）①の処理に移る。また、検知後の場合は、（5）①の処理に

移る。 

   (2) 第一アンテナ交信可否の判断 

① 交信開始要求 

車両検知器1において進入・後退検知機能の「通過中検知」信号により車両進入

を検知後、車線サーバから車載器に対し起動及び交信開始を要求し（FCMC信号送

信）、（2）②の処理に移る。 

② 車載器の応答確認 

車載器の応答が確認された場合は、（2）③の処理に移る。 

また、車両検知器2で車両進入を検知するまでに、交信開始要求に対する車載器

の応答確認がなかった場合は、当該車両を非ETC車と判別し（5）①の処理に移る。 

③ ICカード・車載器情報要求 

第1アンテナからBST（Beacon Service Table）を車載器に転送し、必要なデータ

をアトリビュート単位で転送要求し、④の処理に移る。なお、BST の時刻は UTC

（Coordinated Universal Time）を用いるものとする。 

 

※1 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社に適用する。 
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 4-2 料金収受機械システム関連処理 

 

  4-2-1 車線の開放閉鎖処理 

   (1) 開放処理 

① 料金所サーバからの次の信号を受信する。 

      1) 勤務開始及び通常勤務か保守員勤務の信号 

      2) 勤務管理を行うための勤務番号の信号。 

② 一定時間内に勤務番号が受信できない場合には、車線監視制御装置に対して異

常「料金所サーバ回線異常」を通知すること。 

③ 混在運用では、既存車線機器と勤務開始の同期が取れること。ただし、料金所

サーバとの回線に異常がある場合は、勤務切替等の処理は行えないものとする。 

混在運用の詳細については、「車線サーバ－既設車線機器間インタフェース仕様書

(RS422方式)及び(接点方式)」を参照のこと。 

   (2) 閉鎖処理 

① 料金所サーバからの次の信号を受信する。 

      1) 勤務終了信号 

      2) 勤務中断信号 

② 混在運用では、既存車線機器と勤務の中断、終了の同期が取れること。ただし、

料金所サーバとの回線に異常がある場合は、勤務切替等の処理は行えないものと

する。 

混在運用の詳細については、「車線サーバ－既設車線機器間インタフェース仕様書

(RS422方式)及び(接点方式)」を参照のこと。 

   (3) ミッドナイト処理 

通行券自動発行機または料金自動収受機との混在運用の場合、「車線サーバ－既設車

線機器間インタフェース仕様書（RS422方式）」で規定された既存車線機器との連動処

理に加えて、通行券自動発行機または料金自動収受機ミッドナイト処理に対応するもの

とする。 

① 車線サーバは、通行券自動発行機または料金自動収受機から料金自動収受機ミ

ッドナイト処理の指示を受けた場合、当該勤務の終了および次勤務の開始を実行

することで、通行券自動発行機または料金自動収受機と勤務の同期を取るものと

する。 

② 通行券自動発行機または料金自動収受機ミッドナイト処理中は車線閉鎖をせず

に車線表示板の表示は「ETC/一般」または「ETC/サポート」、表示灯部は「青」の

ままとする。 

③ 通行券自動発行機または料金自動収受機ミッドナイト処理中、必要に応じて料金

所サーバにて日替処理、日締め処理が行われる。 

なお、通行券自動発行機との混在運用の詳細については、「車線サーバ(2G)-通行 
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4-3 運転モード管理 

 

   (1) 動作の開始及び終了 

① 電源入りによる運転モードは次項「(2)運転モード③待機モード」にて装置が動

作開始するものとする。 

② 電源切りの操作をした場合、運転モードが待機モード以外の場合には電源切り

の動作に移行しないものとする。 

③ 運転モード等のシステムモードの組合わせを図4-3.1に示す。なお、以下組み

合わせ以外の動作は行わないものとする。 

 

注：車線整備に合わせて項目を選択する。（特記仕様書で定める。） 

図4-3.1 システムモード組み合わせ 

 

④ システムモード毎の各装置の標準動作内容を添付資料-1に示す。 

 

   (2) 運転モード 

以下の運転モードを車線監視制御装置及び料金所サーバモニタから制御するものと

する。 

なお、装置の動作開始時間の記録、停止操作の記録及び、各運転モード時間の開始・

終了の記録を保存するとともに、車線監視制御装置及び料金所サーバモニタへ情報の転

送を行うものとする。 

① 通常運転 

周辺機器が正常な状態で車線を開放し料金徴収に必要な処理をする状態。 

② 保守運転 

車線サーバを含めた周辺装置の故障時、代替機能を利用し車線を開放した状態で

点検補修を実施するときの状態。 

③ 待機モード 

ETC処理のうち料金計算・課金にかかる処理を停止した状態で車両管理機能が動

作している状態。ETC処理部はこの状態に遷移した時には路側無線装置通信制御部

に対して有効な無線通信を受信した場合でも通信を開始しないよう制御信号を送 

 

  

 

 

運用モード 閉鎖モード 運転モード 強制流出モード

専用 入 通常運転 入
混在 切 保守運転 切

待機
車限令

入 待機 無し
切

 従来
一般(サポート) 注
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出し続けるものとする。システムの起動が完了した時点では待機モードで運用を

開始するものとする。 

混在車線において、運用モードが「従来一般またはサポートモード」かつ運

転モードが「待機モード」の場合、既存車線機器単独の運用が可能であることと

し、この場合、発進制御機は「開」状態にて運用を行うものとする（バーの開ア

ラームは通知しない）。また、既存車線機器が料金自動収受機である場合、以下の

ような料金自動収受機簡易勤務を行うものとする。 

      1) 料金自動収受機簡易勤務中は、料金自動収受機からの指示により、発進制御機の開閉

制御を行うものとする。 

ただし、車両検知器S4の車両検知中に発進制御機の閉制御を指示された場合、車両

の抜け切り後に、発進制御機の閉制御を行う。 

      2) 料金自動収受機からの状態診断の問合せに対し、車線サーバは発進制御機、車両検知

器S4の故障状況を通知するものとする。 

料金自動収受機の料金自動収受機簡易勤務の詳細については、「車線サーバ(2G)-料

金自動収受機混在車線におけるソフトウェア機器間インタフェース仕様書」を参照の

こと。 

④ 車両制限令取締モード 

車線通過車両のうち、車両制限令に基づく違反車両の取締を実施する際に発進制

御機及び路側無線装置に対して以下の制御ができる機能を有する。 

・車高及び軸重が超過している車両 

正常ETCであっても、発進制御機は「閉」及び路側表示器は「STOP停車」の制

御を行う。 

・車高及び軸重が超過していない車両 

発進制御機及び路側表示器の制御は通常運転モードと同じ 

⑤ 強制流出モード 

事故その他の事由により、本線走行を中止させ一般道を経由し、指定する料金所

から再度本線に流入し当初目的の出口まで走行させた際に発生するターミナルチ

ャージ、長距離低減から発生する料金問題を緩和するため、強制流出料金所、再流

入料金所、再流出までの 大時間間隔等を記録し、後方処理にて料金を調整するた

めのモードである。 
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添付資料１ 

システムモード別の標準動作内容 
 

運用モード、閉鎖モード及び運転モード毎の各装置の標準動作内容については、図-1、図-2の

とおりとする。 

図-1 運用モード、閉鎖モード毎の各装置の標準動作内 

 

図-2 運転モード、強制流出モード毎の各装置の標準動作内容 

 

 

 

路側表示器 路車間通信
誤進入車両

「閉鎖・赤灯」連動

誤進入車両

ブザー鳴動

自動発券機

ブース収受機
明細 日締め処理

1 専用
専用運用の表示コードを

使用する。
通信を行う。

非ＥＴＣ・異常ＥＴＣ進入時

はトールゲートを「閉鎖・赤

灯」とする。

非ＥＴＣ・異常ＥＴＣ進入時はブ

ザー鳴動する。
勤務連動できない。 専用無線の明細を生成する。 ミッドナイト処理にて行う。

2 混在
混在運用の表示コードを

使用する。
通信を行う。 連動しない。 鳴動しない。 勤務連動できる。

混在無線の明細を生成する。
※勤務運用モードで、車線

サーバ勤務中・ブース非勤務

中のときも混在無線の明細を

生成する。

日締め時刻経過後の既設勤

務終了時に行う。

3
 従来

一般または

サポート

「減速20km以下」
電波を停止し、通信を行
わない。

連動しない。 鳴動しない。 勤務連動できない。

車線サーバは非勤務（運転

モードは待機とする。）とする。
明細を生成しないのが望まし

い。

日締め時刻に行う。
（通常はETCが非勤務状態な

ため）

トールゲート表示板 路側表示器 路車間通信

1 閉鎖＝入
運用モードに関わらず

閉鎖・赤灯

運用モードに関わらず

4輪ＳＴＯＰ停車

2輪ＥＴＣ退避

運用モード、判別結果に関

わらず
　車載器指示：通行否

ただし、運用モードが「 従

 来一般」、「サポート」、 の

 時又は運転モードが「待
機」の時は路車間通信を

行なえないので除く。

No. 運用モード

車線サーバ 車線監視制御装置 対料金機械システム

No. 閉鎖モード
車線サーバ

1 


